
本部の常任理事会にて入会審査・承認決議

※ 常任理事会：２ヶ月に１度開催

入会手続き完了

基準日

¦ ¦

登録行政庁より
旅行業の登録通知を受理

※登録通知受理後、14日以内

（常任理事会にて入会承認後）

支部より
入会承認書を送付

分担金納付書を登録行政庁へ提出

法務局へ供託されている
営業保証金の取戻し手続き開始

分担金納付書を登録行政庁へ提出
¦ ¦

旅行業の開始

当協会指定口座へ
入会金、年会費及び分担金の納付

※入会承認日より、14日以内

新たに
旅行業登録をする場合

当協会指定口座へ
入会金、年会費及び分担金の納付

既に旅行業登録を
お持ちの場合

＜全国旅行業協会＞　入会申請から承認までの流れ

※ 申請にあたり、予約が必要な場合がございます。

登録行政庁へ
旅行業の登録申請

本部又は支部より
弁済業務保証金分担金納付

のご案内を送付

（常任理事会にて入会承認後）

支部へ入会申請書類の提出

支部にて入会審査

申請から認可が下りるまで
時間を有する場合がございますので、

事前に登録行政庁へご確認ください。


